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る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
施
設
等
か
ら
発
生
す
る
低
周
波
音
に
よ
る
生
活
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
行
政
機

関
や
製
造
事
業
者
等
に
お
い
て
、
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
環
境
省
に
お
い
て
は
、
毎
年
度
実
施
し
て
い
る
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
施
行

状
況
調
査
の
中
で
、
低
周
波
音
に
係
る
苦
情
件
数
を
工
場
・
事
業
場
、
建
設
作
業
、
自
動
車
、
航
空
機
、
家
庭
生
活
等
の
発

生
源
別
に
把
握
す
る
等
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

環
境
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
四
年
度
に
請
負
契
約
者
で
あ
る
社
団
法
人
日
本
騒
音
制
御
工
学
会
が
設
置
し
た
「
低
周
波

音
対
策
検
討
委
員
会
」
に
お
い
て
、
各
国
の
低
周
波
音
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
過
去
の
研
究
報
告
に
つ
い
て
の
調
査

を
行
っ
て
い
る
。
同
委
員
会
が
平
成
十
五
年
三
月
に
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
は
、
「
一
般
住
空
間
に
お
け
る
低
周

波
音
の
レ
ベ
ル
程
度
で
は
、
病
的
な
影
響
を
引
き
起
こ
す
直
接
的
な
要
因
と
な
る
可
能
性
は
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」

と
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
製
品
の
製
造
事
業
者
等
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
「
低
周
波
音
の
測
定
方
法
に

関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
平
成
十
二
年
十
月
環
境
庁
大
気
保
全
局
）
を
参
考
と
し
て
、
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
が
行
わ
れ

て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
製
品
の
製
造
事
業
者
等
か
ら
状
況
を
聴
取
す
る

な
ど
、
そ
の
実
態
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

低
周
波
音
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
最
新
の
科
学
的
知
見
の
収
集
に
努
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
現

時
点
に
お
い
て
、
低
周
波
音
に
係
る
環
境
基
準
を
定
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


